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「空家法とは」（国土交通省ホームページ） 
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特定空家等に対する措置の流れ 
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■助言又は指導（法第 22 条第１項） 
特定空家等に対する措置を講じる必要があるとされたものについては、当該特定空家

等の所有者に対し、所有者の自らの責任において改善するよう、繰り返し助言又は指導
を行います。 

■勧告（法第 22 条第 2 項） 
助言又は指導を行ったにもかかわらず、所有者から当該特定空家等の状態の改善がな

されないと認められたときには、所有者に対し、相当の猶予期限を付けて必要な措置を
行うよう勧告します。 

なお、所有者が勧告を受けることで、地方税法に基づき固定資産税等の住宅用地特例
の対象から除外されることから、税務部局と情報共有等連携を密にし、必要な手続きを
進めます。 

■命令（法第 22 条第 3 項） 
勧告を受けたにもかかわらず、所有者が正当な理由がなく、その勧告を履行しない場

合は、所有者に対し、その勧告に係る措置を講じるよう命令します。 
命令にあたっては、周辺に与えている悪影響や危険性等の度合い・切迫性を踏まえて

行います。 
■行政代執行（法第 22 条第 9 項） 

必要な措置を命じた場合において、措置を命ぜられた者がその措置を履行しないと
き、履行しても十分でないとき又は履行しても期限までに完了する見込みがないとき
は、行政代執行法の定める所に従い、市が所有者に代わって措置を執行します。 

■略式代執行（法第 22 条第 10 項） 
必要な措置を命じようとする場合において、措置を命ぜられるべき所有者を確知する

ことができないときは、略式代執行により対応します。略式代執行に要した一切の費用
は、命令をした所有者から徴収します。 
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管理不全空家等に対する措置の流れ 
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空家等への対応が考えられる主な他法令の概要 

法令 範囲 概要 

建築基準法 
勧告 
命令 

代執行 

損傷、腐食、その他の劣化が進み、そのまま放置すれば著しく保
安上危険となり、または著しく衛生上有害となるおそれがある建
築物の除去、移転、改築、増築、修繕、模様替え、使用中止、使
用制限その他保安上または衛生上必要な措置をとることを勧告、
命令、行政代執行をすることができる。 
【建築基準法第 10 条「保安上危険な建築物に対する措置」】 

道路法 命令 

道路管理者は、道路（第 71 条）及び条例で指定する沿道区間（第
44 条）において、道路の構造または交通に支障を及ぼすおそれ
のある行為を防止するために必要な措置を命ずることができる。 
【道路法第 43 条「道路に関する禁止行為」】 

廃棄物処理法 
命令 

代執行 

一般廃棄物処理基準に適合しないごみや産業廃棄物等の不法投
棄等により、生活環境の保全上支障がある場合に、市町村⾧は支
障の除去又は発生の防止に必要な措置を命ずることができる。命
令に従わない場合は、代執行をすることが出来る。 
【廃棄物処理法第 19 条の 7「生活環境の保全上の支障の除去等の措置」】 

消防法 
命令 

代執行 

消防⾧、消防署⾧、その他の消防吏員は、屋外において火災の予
防上危険な場合等について、危険物又は放置され、若しくはみだ
りに存置された燃焼のおそれのある物件などの除去等を命ずる
ことができる。 
消防⾧又は消防署⾧は措置を履行しないとき等は、代執行をする
ことができる。 
【消防法第 3 条「屋外における火災の予防又は障害除去のための措置命令等」】 

災害対策基本法 
一時使用 

収容 
除去 

市町村⾧は、応急措置を実施するため緊急の必要があると認める
ときは、当該市町村の区域内の他人の土地、建物その他の工作物
を一時使用し、又は土石、竹木、その他の物件を使用し、若しく
は収容することができる。また、現場の災害を受けた工作物又は
物件で、当該応急措置の実施の支障となるものの除去その他必要
な措置をとることができる。この場合において、工作物等を除去
したときは、市町村⾧は、当該工作物等を保管しなければならな
い。 
【災害対策基本法第 64 条「応急公用負担等」】 

 


